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 や
廃

棄
物
等

の
撤
去
・
除
去
等

に
要

し
た
約

6.5
億
円
の
新

た
な

債
務

を
負
う

こ
と
と
な

っ
た

。
ま
た

、

隣
接

未
分
譲

地
に
お

い
て
も
同

様
の

状
況
が

想
定

さ
れ
る
た

め
、
分

譲
す

る
こ
と

が
実
質

的
に
不
可

能

と
な

り
、
当

該
未
分

譲
地
の
造

成
等

に
伴
う

金
融

機
関
借
入

金
が

4.6
億

円
残

っ
て
い
た

。
 

公
社

は
平
成

49
年
度
（

令
和

19
年

度
）
の

解
散

ま
で
に

全
て

の
債

務
を
解

消
す
る
必
要

が
あ
る

た

め
、

県
は
公

社
が
行

う
債
務
処

理
に

対
し
支

援
を

行
う
こ
と

と
な

っ
た

。
 

債
務

処
理
の

ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は

以
下

の
と
お

り
で

あ
る
。
 

な
お

、
上

記
11.1

億
円
の
債
務

の
う
ち

、
4.2

億
円
は
和

解
金

収
入
、
土
地

分
譲
収
入

等
に

よ
り
返

済
を

行
っ
て

い
る
。
 

表
 27 

市
川

三
郷
債

務
処
理

ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
 

平
成

26～
27

年
 

0.92
億
円
 

県
補
助
金
 
0.46

億
円
×
 2

年
 

平
成

28～
46

年
 

5.70
億
円
 

県
補
助
金
 
0.30

億
円
×
19

年
 

平
成

47
年
 

0.20
億
円
 

県
補
助
金
 

計
 

6.82
億
円
 

 

（
出
典
：

山
梨
県

土
地
開

発
公
社

改
革
プ

ラ
ン
よ

り
監
査

人
作
成

）
 

（
３

）
 県

か
ら

の
支
援

状
況
 

平
成

31
年

3
月

31
日

現
在
の

借
入
債

務
残
高

は
、
①
米
倉

山
造
成

地
分
：
66.5

億
円
、

②
市

川

三
郷

町
大
塚

地
区
拠

点
工
業
団

地
分

：
5.0

億
円

で
、
計

71.5
億

円
と

な
っ
て
い

る
。
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